
6． 在宅福祉サービス等

⑥在宅福祉サ ー ビス等
（ 福祉用具の提供・貸与など ） 

補装具費の支給（購入・修理・借受け）
⑯区役所・北須磨支所保健福祉課（裏表紙）

身体機能を補うための用具（補装具）の購入、 修理または借受けに要する費用を支給し ます。 （利
用者l割負担。 利用者の月額負担上限額は34ページ参照）医師の意見書が必要な場合があります。

介護保険の対象となる方は、 ●印の品目については、 原則介護保険からの貸与となります。
※治療段階て使用されるもの（治療用装具）は、 補装具費の支給対象てはあリませんのて、 加入

している健康保険（生活保護を受給している方は、各区生活支援課）に支給申請を行ってください。
※契約済、 購入済、 支払済のものについては支給を行いません。 義手・義足装具については治療

用装具の作成が優先されます。 （ 装具用義手を除く）
障害別 補 装 具 の 種 目

視 覚 視覚障害者安全つ え 、 義眼、 眼鏡
聰 覚 補聴器、 人工内耳（修理のみ）

肢体不自由 義手、 義足、 装具、 姿勢保持装置、 車載用姿勢保持装置、 ●車椅子、 ●歩行器、

●歩行補助つえ(I本つえ以外）、 ●電動車椅子（内部障害含）、 重度障害者用意思伝達装置
障害児のみ 起立保持具 、 排便補助具

日常生活用具費の支給
⑱区役所・北須磨支所保健福祉課、 玉津支所（裏表紙）

障害者（児）の日常生活の利便をはかるため、 用具の購入費を支給し ます。 （利用者1割負担。 利
用者の月額負担上限額は34ページ参照） 医師の意見書が必要な場合があリます。

※＊印の品目については、 入院および入所の場合も支給対象となります。
※介護保険の対象となる方は、 ●印の品目については、 原則介護保険からの貸与・給付となります。
※契約済、 購入済、 支払済のものについては支給を行いません。

(2025年4月1日現在）
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区 種 類 障害および程度 年 齢 基準額（円） 耐用
分 年数

視覚障害者用時計 視覚障害I • 2級 18歳以上 14,600 5年
視覚障害者用ポータプル

視覚障害I • 2級 学齢児以上 85,000 
重 レコ ー ダー （録音再生機） 6年
複 視覚障害者用ポータプル 視覚障害I • 2級 学齢児以上 48,000 不 レコ ー ダー （再生専用機）
可 視覚障害者用 視覚障害I • 2級 学齢児以上 5年テ ー プレコ ー ダー なお、 点ー 91ルレコ ー ダーの使用が困舅な人を願則対象 23,000 

点字タイプライタ ー 視覚障害I • 2級 就学者，就労者， また 63, I 00 5年は就労見込みの方

電磁調理器 視覚障害I • 2級 18歳以上 15,000 6年（視覚障害者のみの世帯およびこれに準ずる世帯）
視 視覚障害者用体温計（音声式） 視覚障害I • 2級 学齢児以上 q,ooo 5年

覚 視覚障害者用体重計 視覚障害I • 2級 18歳以上 18,000 5年
音声血圧計 視覚障害I • 2級 40歳以上 15,000 5年

障 視覚障害者用音声ICタグレコ ー ダー 視覚障害I• 2級て、 必要と認められる方 学齢児以上 3q,qoo 5年

害 視覚障害者て、 本装置によリ文字など 226,000 8年
を読むことが可能になる方 タブレット端末

者
重

視覚障害者用 ※タブレットに関しては 、 事前に講習 学齢児以上 50,000 
拡大読書器 を受ける必要があリます。 詳しくは アプリ 4年

向 複 各区役所・支所（襄表紙）にお問い合 社会通念上、適不
可 わせください。 当と思われる額

視覚障害者用 視覚障害者て、 本装置により文字など

音声読書器 を読むことが可能になる方 なお拡大 学齢児以上 1 qs,ooo 8年
読書器の使用が困難な方を原則対象
視覚障害者て 、 網膜色素変性症等によリ夜盲ま
たは視野狭窄の症状があり 、 白杖を使用した単
独歩行が可熊て、医師により有用性および安全

暗所視支援眼鏡 に使用できることが確認てきた方 12歳以上 1 qs,ooo 8年
※申請前に、指定する病院で医師の診察を受

ける必要があります。詳しくは各区役所・
支所（裏表紙）にお問い合わせください。
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区 種 類分

歩行時間 延長信号機 用
小型送信機

視 視覚障害 者 用 活字文書
覚 読 上 げ装 置 （ 音 声 コ ー ド
障 読 み 上 げ装 置 ）

害 ＊点字器（標準型）

者 ＊点字器（携帯型）

向 ＊情報 ・ 通信 支援補助 用 具

点 字 デ ィ ス プ レ イ

聴覚障害者 用 屋 内 信号装
置 ＊ l 

聴覚障害者 用 屋 内 信号装
置 （ 火災警報機 用 ）

聴覚障害者 用 通信装置
（ フ ァ ッ ク ス ）

聴覚障害者 用 情報受信装置
（文字放送デ コ ー ダー を 含む ）

聴

覚 ＊人工 内 耳体外部装置
言

語

障
＊人工 内 耳 用 電池

害

者

向

重
複 ＊人工喉頭
不
可

＊発声補助装置

＊携 帯 用 会話補助装 置

●腰掛便座

訓練い す

重 ●特殊マ ッ ト
複 （防水マ ッ ト ）

肢 不 ● 床ずれ防止 用 具
可 （エア マ ッ ト ・ 除圧マ ッ ト ）

体

不

自 ●特殊寝 台
由

者

向 ●特殊尿器

● 入 浴担架

●体位変換器

障 害 お よ び程度

視覚障害 I • 2級

視覚障害 I • 2級

視覚障害者て＼ 点 字 を 習 得 し て い る 方
視覚障害者て＼ 点 字 を 習 得 し て い る 方

視覚障害 I • 2級

視 覚 障 害 I • 2 級 て
‘

、 必 要 と 認 め ら れ
る 方

聴覚障害 I • 2級

聴覚障害 I • 2級
※ 火災警報器 と 同 時購入 に 限 る
聴覚障害者 ま た は 発声 • 発語 に 著 し い
障 害 が あ り 、 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン や 緊
急連絡な どの 手段 と し て 必 要 と 認 め ら
れ る 方

聴覚障害者て
，，

、 本装 置 に よ リ テ レ ビ の
視聴が可 能 に な る 方
実際 に 人工 内 耳 を 装 用 し て い る 聴覚障
害 者 て

，，

、 医 師 よ り 医療保険等 の 給付制
度 を 利 用 し て 本装 置 の 買 い 替 え がで き
な い と 判 断 さ れ た 方 ＊ 2

実際 に 人工 内 耳 を 装 用 し て い る 聴覚障
害者

音 声 機 能 も し く は 言語機 能 障 害 者 て＼
喉頭摘 出 し た 方

音 声 機 能 も し く は 言語機 能 障 害 者 て＼
喉 頭摘 出 を し て お り 、 常 時 人工喉頭 を
使 用 す る 方
上記 の 者 の う ち 食道発声 が可 能 な 方
音 声 機 能 も し く は 言語機能障害者 ま た
は 肢体不 自 由 者 て

，，

、 発声 • 発語 に 著 し
い 障害 の あ る 方

下 肢 ま た は 体幹機能障害 I • 2級

下 肢 ま た は 体幹機能障害 I • 2級

下 肢 ま た は 体幹機能障害 I • 2級

下 肢 ま た は 体幹機能障害 l 級 （床ずれの
予 防 が必 要 な 方 に 限 る ）

下 肢 ま た は 体幹機能障害 I • 2級
両 上肢機 能 全廃 ま た は 両 上肢 を 上腕 の
2 分 の l 以 上 欠 く 方 てペ ー 下 肢 の 機 能
全廃 ま た は 一 下 肢 を 大 腿 の 2 分 の l 以
上 欠 く 方

下 肢 ま た は 体幹機能障害 l 級 （ 常 時介護
を 要 す る 方 に 限 る ）

下肢 ま た は体幹機能障害 I • 2級（入浴時
家族な ど他人の介助 を 要 す る 方 に 限 る ）

下 肢 ま た は 体幹機 能 障 害 I • 2級 （ 下 着
交 換 な ど に つ い て 家族 な ど他人 の 介助
を 要 す る 方 に 限 る ）

年 齢 基準額 （ 円 ） 耐用
年数

学齢児以上 1 2 ,000 1 0年

学齢児以上 qq,800 6年

学齢児以上 8,700 7 年
学齢児以上 7 , 500 5年
学齢児以上 1 00 ,000 5年

1 8歳以上 383 , 500 6年

1 8歳以上 87 ,400 1 0年

1 8歳以上 2 1 , 600 1 0年

学齢児以上 20,000 5年

年齢制 限な し 88,qoo 6年

年齢制 限な し 300,000 5年

ボ タ ン 電池
（ 月 額） 2 , 500

年齢制 限な し
充電池お よ び充電器

30,000 3年

笛 式 4年5 , 200 

電動式 5年
年齢制 限な し

7 2 , 300 

埋込式附属 品
（ 月 額） 5 ,000

5 8 , 500 5年

学齢児以上 q8,800 5年

学齢児以上 23, 1 00 8年
3歳以上 3 3 , 1 00 5年1 8歳未満

3歳以上 24,600 3年

3歳以上 1 02 ,000 5年

3歳以上 1 54,000 8年

学齢児以上 6 7 ,000 5年

3歳以上 82 ,400 5年

3歳以上 1 5 ,000 5年
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区 種 類分

＊携帯 用 会話補助装 置

● 入浴補助 用 具

重
複 ●移動 用 リ フ ト不
可

肢
●歩行支援 用 具体

不 ●住宅改修費
自 ＊頭部保護帽
由
者 ＊情報 ・ 通信 支援補助 用 具
向 ＊歩行補助 つ え

＊収尿器

洗浄機能付便座

重
複 紙 お む つ不
可 * 4  

透析液加温器

酸素 ボ ン ベ運搬車

ネ ブラ イ ザー

電 気 式 た ん 吸 引 器
重
複
不
可 手動式 た ん 吸 引 器

内
部
障 動脈血 中 酸素飽和度

測 定器
圭に （パルス オ キ シ メ ー タ ー ）

者
向

＊ ス ト ー マ
* 5 （ 用 品 を 含 む ）

重
複
不
可 ＊洗腸装具

紙 お む つ * 4  

障害 お よ び程度

音声機能 も し く は 言語機能障害者 ま た は 肢体不
自 由 者て

、
、 発声 • 発語 に 著 し い樟害 を 有す る 方

下 肢 ま た は 体幹機能障害者 て＼ 入浴 に
介助 を 必要 と す る 方

下肢 ま た は 体幹機能障害 I • 2級

下肢 ま た は体幹機能障害
を

確2級保以てき上 て機器
の設置 ・ 稼動 ス ペ ー ス る 方

平
（家衡庭機内能

のま移た動は等下
に肢 も し く は

を
体必幹要機と

能
す

障
る

害
方

者
） お い て 介助

下肢 ま た は 体幹機能障害 l ~ 3級
平衡機能 ま た は 下 肢 も し く は 体幹機能
に 障害 があ り 頻繁 に 転倒 す る 方
上肢障害 I • 2級

下肢 ま た は 体幹機能障害者

； 肢 ま た は 体閂能障

く

害
機

）

者
能

て障‘ 排泄障
を 伴 う 方 、 こ う 害 者 （ 尿

路変 更 し て い る 方 を 除
上肢障害 I • 2級
下 肢 ま た は 体幹機能障害者て

，，
、 3歳未満 に

発現 し た 非進行性脳病変 に よ る 脳原性運動
機能障害 に よ り 排尿 も し く は排便の 意思表
示が閉て

，，
、 次のA、 Bの 両 方 を 満 た す 方

A． 自 自 ら の 意 思 ） て ト イ レ に 行 き 、
便座 に 座 る こ と がて き な い

B．介助 に よ る 定時排泄 を す る こ と がて き な い
臣同 99嘉障 害 l ~ 3級て 自 己連続携行式腹
膜 （CAPD) に よ り 透析療法 を 行 う 方
呼吸器機 能 障 害 て医 療保険 に お け る
在宅酸素療法 を 行 う 方
呼吸器塁能障喜 l ~ 3級 ま た は 同 程度
の 身体 害者 級以上） て必要 と 認め
ら れ る 方 ＊ 2
呼吸器機能障喜 l ~ 3級 ま た は 同 程度
の 身体悶害者 級以上） て必要 と 認め
ら れ る ＊ 2  
呼吸器， 能障喜 l ~ 3級 ま た は 同 程度
の 身体 害者 級以上） て

‘

必要 と 認め
ら れ る ＊ 2  
な お 、 電 気 式 た ん 吸 引 器 の 使 用 が 困
難な 方 を 原 則 対 象
呼吸器機能障害 3級以上 ま た は 心臓機
ム月 ヒI::, : 害3級以上の 者 て

，，、 次の い ずれ か
に 当 す る 方 ＊ 2崖在宅酸素療法 を 行 う 方

人工呼吸器 を 常時必要 と す る 方
医 師 に よ り 血 中 の 酸素 濃 度 を 測 定
す る こ と が必要 と 認め ら れ た 方

ぼ う こ う 、 ま た は 直腸機 能 障 害 て
‘ ス

ト ー マ 造設者

ぼ う こ う 、 ま た は 直腸機能障害者 て＼恣の い ずれか に 該 当 す る 方
治療 に よ っ て 軽快の 見込 み の な い ス
ト ー マ 周 辺の 皮膚 の 著 し い び ら ん 、

ス ト ー マ の 変 形 の た め ス ト ー マ 装具
を 装着す る こ と がて き な い 方

②先天性疾 患ヽ先天性鎖肛 を 除 く ょに 起 因
す る 神経障 に よ る 高度の排尿 能障害
ま た は 高度の排便機能障害 の あ る 方

③先 天性鎖肛 に 対 す る 肛 門 形 成術 に 起
因 す る 高 度 の 排便機能障害 の あ る 方

＊ 「洗腸装具」 と 同 じ

年 齢

学齢児以上

3歳以上

3歳以上

3歳以上

年齢制 限な し

年齢制 限な し

学齢児以上

3歳以上

年齢制 限な し

学齢児以上

3歳以上

3歳以上

1 8歳以上

注
年
） た

齢だ制し限
、

な し
学菌児

未満の場合は、
医師の意見書に
よ り 、 必要 と 認
め ら れ る 人

年齢制 限な し

年齢制 限な し

年齢制 限な し

3歳以上

3歳以上

基準額 （ 円 ）

q8 ,800 

qo,ooo 

昇降座 い す
1 5q ,ooo 

リ フ ト 類
250,000 

本体の み
200,000 

つ り 具 の み
50,000 

60 ,000 

200,000 
＊ A 1 5 ,700 
3 B 37 ,900 

1 00 ,000 
木製 2,400 
軽金属 製 3 , 200

8 ,800 

50,000 

1 2 ,000 （ 月 額）

5 1 , 500 

1 7 ,000 

36 ,000 
注） ネ ブラ イ ザー と

電気式 た ん吸引
器 と の 両 用 器

→ 7 2 , 500 
56 ,400 

（ 月 額） 3 , 800

36 ,000 

蓄（
便
月

袋
額） 8,qoo

蓄尿袋
（ 月 額） I 1 , 700 

1 7 , 800 

1 2 ,000 （ 月 額）

耐用
年数

5年

5年

4年

8年

3年

5年

3年

1 年

5年

5年

1 0年

5年

5年

6 か 月






